令和７年１２月２４日　　
各　位
京都市北区役所地域力推進室　　
総務・防災課長　　

（担当　岡本・吉井　℡432-1197）　
令和８年度北区総合庁舎自家用電気工作物保守監督業務の委託契約に係る見積り
合わせの実施について（依頼）
上記の件について、下記のとおり見積り合わせを実施しますので、京都市契約事務規則及び関係法令を遵守し、関係書類等を熟覧のうえ、見積書の作成をお願いします。
記　　　
１　仕様
　　別紙「仕様書」のとおり
２　参加方法

　　見積書に必要事項を記入し、記名押印（会社印及び代表者印）のうえ、郵送又は持参にて御提出ください。
３　提出期限

　令和８年１月２１日（水）まで（必着）

４　その他

⑴　見積書の提出については、期日厳守でお願いします。

⑵　提出された見積書は、書き換えたり、撤回することはできません。

⑶　見積書の開封の結果、最低見積価格を提示した事業所を契約の相手方として決定します。（契約の相手方として決定した業者にのみ、１月２６日（月）までに連絡させていただきます。）

⑷　仕様書を十分御確認いただいたうえで、見積書を作成してください。
⑸　見積書の作成に当たって、北区役所内の既存設備・施設の見学を希望される場合は事前に御連絡ください。
⑹　契約日は、令和８年４月１日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。この場合において、本件調達のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、契約の相手方は、その費用を京都市に請求することはできません。
５　見積書提出先・問い合わせ先

　　〒６０３－８５１１　京都市北区紫野東御所田町３３番地の１　　
京都市北区役所地域力推進室　岡本・吉井　　℡４３２－１１９７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fax４３２－０３８８
見積書
令和　　年　　月　　日

（あて先）京都市北区長

　　　　　

住所（主たる事務所の所在地）

会社名

代表者名　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

北区総合庁舎自家用電気工作物保守監督業務について、下記金額をもって契約いたしたく、見積りいたします。

記

令和８年度北区総合庁舎自家用電気工作物保守監督業務委託料

（単位：円）

	見　　積　　額
	￥


＊　見積額には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。
